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１ 全体目標等
（１）林業・木材産業の現状と課題

ア 林業の現状と課題
（ア）森林の整備

本県の森林面積は２５万８，０００ヘクタールで県土の７割を占め、県民の生命及び
健康並びに文化活動の源泉であり、豊かな県土を育むとともに、林業及び木材産業活動
の基盤となっている。このうち、県内の民有林は面積２２万６，０００ヘクタールを占
め、５４パーセントが人工林で、３５年生以下の手入れの必要なものが４６パーセント
を占め、中でも２０年生から３５年生までの森林が４万６，０００ヘクタールと人工林
の３８パーセントに達しており、間伐施業の推進が重要な課題となっている。

さらに、水源のかん養、土砂災害の防止、きれいな空気の供給や温暖化の防止など地
球環境を守る役割など森林に対する県民の関心が高まっており、今後、県民が参画しや
すい形での水源地の森林及び里山林の整備は、どのように進めていくか、県民の意見を
踏まえて検討していく必要がある。

（イ）路網の整備
林道密度は、平成１７年度末現在で１ヘクタール当たり４．５メートルであり、全国

平均の１ヘクタール当たり４．８メートルに比べて低い状況にある。
作業道は、年間開設量が３０～４０キロメートルで推移しており、作業道及び公道を

含めた林内道路密度は１ヘクタール当たり２０．２メートルである。
適正な森林整備及び効率的な林業経営のためには、林内路網の整備が重要な課題とな

っている。
（ウ）林業労働力及び担い手の育成確保

林業労働力は、過疎化と高齢化の中で減少傾向が進んでおり、平成１７年は４７９人
と昭和６０年に比べて７割減、平成７年に比べては半減している。また、４７９人のう
ち、６５歳以上が約３割を占めている。

このような中で、新規就業者数は近年２０名前後で推移してきたが、ここ２、３年は
１０名前後であり、新規就業者の確保、林業労働力の若返りを進めていくことが課題と
なっている。

（エ）特用林産物の振興
しいたけを中心とする特用林産物は、中山間地域を中心とした地域の貴重な収入源で

あり、森林資源の保護と資源の活用面を通じた地域就労の場として、住民の定住と生活
の維持に大きな役割を果たしている。

しかしながら、本県の特用林産物の生産で重要な位置を占めるしいたけは、生しいた
けが昭和６３年に５２７トン、乾しいたけは昭和５９年に２４０トン（全国１５位）と、
それぞれ最盛期を迎えたが、中国産しいたけ輸入増大、生産者の高齢化・減少により、
平成１７年は生しいたけ１６５トン、乾しいたけ２９トンとそれぞれ最盛期の３１パー
セント、１２パーセントの水準まで落ち込んでいる。

一方で、自然産品に対する関心が高まり、食に対する消費者ニーズが、安全・安心・
安価で健康への指向が高まる中、鳥取県では、消費者ニーズに対応した特用林産物の安
定供給の支援を掲げている。

また、「地域の自立」を推進する上で、特用林産物のハタケシメジを「とっとり発」の
新たな産業として戦略的に産・官・学が一体となって連携することにより、幅広い分野
での応用の可能性を支援する体制を整備している。

また、今後とも地域の森林資源の活用に結びつく生産活動を促進していくためには、
消費者の声を十分に聴き、需要動向を見定め、後継者づくりを行うことが必要である。

（オ）森林とのふれあいの推進
森林の役割及び重要性について県民の関心が高まる中で、森林の公益的機能を持続的

に発揮させることを目的に、平成１７年度から導入された「森林環境保全税」を活用し、
森林体験企画等を行う森林ボランティア団体等を支援している。

また、多くの県民の参加により森林を守り育てる意識を一層高めるため、植樹祭、森
林環境フォーラム等を開催し、情報発信するとともに、里山等の放置竹林対策としての
地域リーダー養成、森林ボランティアの安全技術研修等を開催し、地域及び団体の森づ
くり活動をサポートする必要がある。

イ 木材産業の現状と課題
（ア）鳥取県の木材需給の概況

県内の木材資源は、現在、標準伐期齢以上の蓄積量は、スギが１，２１０万立方メー
トル、ヒノキが１４０万立方メートルで、合計１，３５０万立方メートルに上る量とな
り、年々増加している。
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しかしながら、素材生産量は、昭和６０年の３２万１，０００立方メートルをピーク
とし、年々減少し、平成１７年は１２万５，０００立方メートルであった。このうち、
５８パーセントが県内に、４２パーセントが県外に出荷されている。

一方、県内の素材消費量は、３８万９，０００立方メートルで供給量の３．１倍を消
費している。

この内訳を見ると外材が２９万７，０００立方メートルで７６パーセントを占め、次
いで県産材が７万２，０００立方メートルで１９パーセント、他県産材が２万立方メー
トルで５パーセントとなっており、素材生産量を樹種ごとにみるとスギが５３パーセン
ト、ヒノキが９パーセント、松が２９パーセント、広葉樹が１７パーセントとなってい
る。

県内素材生産量（平成１７年） （単位：千ｍ３、％）
区分 製材用 合板用 チップ用 その他 計

県内出荷 ３７ ０ ３０ ５ ７２
県外出荷 ３８ ０ １３ ２ ５３

素材生産量 ７３ ０ ４３ ７ １２５

県内素材需要量（平成１７年） （単位：千ｍ３、％）
区分 製材用 合板用 チップ用 その他 計

需要量 １１４ ２３１ ３９ ５ ３８９
県内産材 ３７ ０ ３０ ５ ７２
県外産材 １８ ０ ２ ０ ２０
外 材 ５９ ２３１ ７ ０ ２９７

地域ごとの需給を見ると、東部においては智頭スギを扱うことに特徴があり、高値で
取り引きされる市場に県外からの出荷がある。これはこの県外産材を取り扱う製材所が
多いこと、大型工場において、県内で調達できない素材を県外に求める動きがあること
などから、県外からの出荷量を押し上げている。

中部においては、県内の市場を経ずに県外に出荷される素材が多い。
西部においては、間伐材を中心に県内の市場及び県外に出荷されている。

（イ）原木市場の状況
県内の木材市場は、単価の下落と取扱量の減少から、苦しい経営を続けている。特に

松材の取扱いに特徴のあった沿岸部の市場では、松材資源の枯渇により、この傾向が強
い。反対に山間部の市場では単価が低く、手間のかかる間伐材の取扱量が増加し、現在
の市場の土場で仕分けることが困難になっている。このため、現在、原木市場の在り方
について検討を行っているところである。

（ウ）木材加工業の現状
岡山県北地域に国産材の専門工場が発達し、この地域の製材所との競合の結果、古く

から優良なスギ材から板材等を加工してきた東部山間部の智頭町・若桜町以外の多くの
製材所では松材の加工と賃挽きを主体とした加工を行ってきたが、優良な松材の減少か
ら、外材の再割に活路を見出す業者が多く、外材の加工量が多い。

特に柱角等を専門に加工する製材所が東部に１工場しか無く、柱角を中心に良いもの
が岡山県北の原木市場に流れ、県内に出荷されたものも多くが県外業者に流れている。
素材を岡山県に安く供給し、加工された建築資材を高く購入しており、県内産材のみで
住宅を建てることが困難な状況にある。この状況を打破するために木工団地及び集成材
加工施設の整備を行ってきたが、今日の不況下で経営的に苦しい状況になっている。

また、北洋材が輸入される境港市においては北洋材の専門工場又は合板工場で北洋材
を加工しているが、近年の外材の高騰により外材だけでの加工だけでは苦しくなってき
ている。

（エ）木材流通及び加工業における課題
県内の木材流通・加工業者がじり貧状況に陥っているが、戦後造林木の本格的な伐期

に対応するため、この業界の再構築が求められている。そのためには県内での県産材の
需要を拡大し、県内での加工・流通の流れを作り、太くしていく必要がある。そのため
には、県公共建築等での県産材使用、製材品の規格化及び木材の分離発注を徹底させ、
製材品の規格化の検討を行い、民間需要に拡大させる必要がある。

その中で乾燥材の供給と品質の安定した製材品の供給が求められることから、乾燥施
設の整備及び製材施設の生産能力の向上が必要である。

また、今後大量に生産されるスギ一般材の新たな需要を見いだすためにも、林業関係
者ばかりでなく大工・工務店及び消費者と連携した取組が引き続き必要である。
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森林を適正に管理し、林業・木材産業を活性化していくためには、一層の木材の利用
拡大を推進することが重要であり、林業関係者はもとより、県民参加で進めていく必要
がある。

また、環境重視の社会の到来が予期される中で、木質系バイオマスの活用に取り組む
ことが重要な課題である。

（２）林業・木材産業の基本的方向
鳥取県の森林には、優良木材資源を循環的に生産する経済的効果のみならず、水源かん養や

保健休養などの機能に加えて、地球規模でのカーボンシンク（炭素固定による温暖化防止）の
役割、ローカルクリーンエネルギー資源としての再評価、水源水質の浄化機能（バイオメデｲエ
イション）などの広範な公益的機能の発現に対して、県民から大きな期待が寄せられている。

こうした恩恵をもたらす森林について「県民共通の財産」という視点に立ち、森林整備や木
材の利用を県民が自らの課題として取り組んでいく必要がある。

ア 林業の基本的方向
（ア）多様で豊かな森林の整備

森林の有する多面的機能の持続的な発揮を確保していくため、重視すべき機能により森
林を「水土保全林」、「森林と人との共生林」及び「資源の循環林」に区分し、重視すべき
機能に応じた望ましい森林の姿を目指して、適正な森林の整備を進めることにより、健全
な森林資源の維持造成を図る。

また、森林資源の質的充実と多様で豊かな森林を造成するため、人工造林地の複層林化、
長伐期化及び広葉樹林の積極的な整備等により、多様で健全な森林を造成する。

人工林については、保育・間伐を促進するとともに、齢級の平準化を指向しつつ伐期齢
の多様化、長伐期化を図る。また、森林の有する公益的機能の維持増進に資するために複
層林施業への誘導転換を積極的に推進する。

天然林については、大径材及び広葉樹材の多様な木材需要に対応できるよう、育成天然
林施業の導入を進め、資源内容の多様化及び充実を図る。

さらに、森林所有者等の「森林認証制度」の取得を目指した活動を支援する。
（イ）たくましい産地づくり

県下のスギを中心とした人工林資源の利用を促進して、林業を活性化し、持続可能な森
林経営の確保を図る。

このため、県下の木材流通加工体制の再編整備及び流域を単位とした県産材需要拡大の
ための行動計画の策定を目指す。

また、生産・加工・流通の各段階において県産材であることを証明する県産材産地証明
制度を積極的に推進することにより、県産材の消費拡大運動を推進し、県産材の需要拡大
を図る。

さらに、県民に対し、木材の良さの普及啓発を推進するとともに木質系バイオマスの利
用方策の検討を促進し、木材産業の活性化を通じた環境の保全を図る。

特用林産物については、消費者ニーズに対応した特用林産物の安定供給の支援を積極的
に行う。

（ウ）意欲ある担い手の確保と育成
林業経営意欲が低下する中で、効率的かつ安定的な林業経営を担い得る林家等の林業経

営体、森林組合、素材生産業者等の林業事業体を育成し、これらの者に施業や経営の集約
化を図る。また、新規就業者の確保と林業労働者の若返りを促進し、森林を適正に管理す
るために必要な林業労働者の確保を図る。

このため、林業事業体等の経営基盤の強化、雇用条件の改善等を推進する。
イ 木材産業の基本的方向
（ア）素材生産対策

素材生産を担う森林組合及び素材生産業者について、協業化を図るとともに、施業の集
約化に取り組み、高密度路網の整備及び機械化の整備により生産性の向上を図り、素材生
産コストを低減し、低コスト林業の推進を図る。

（イ）木材加工対策
乾燥施設の導入及び製材施設の高性能化を促進するとともに、品質の安定と信頼性の確

保を図るため、製材所のＪＡＳ取得を促進する。また、県産材産地証明制度を活用して県
産材製品の需要を拡大するとともに製品の規格化を図ることで、県産材加工の拡大を図る。
さらに間伐木等の有効利用を図るため、新たにＬＶＬ（Lminated Veneer Lumber：単版積
層材をいう。以下同じ。）製造工場の新設や、合板工場の原料利用拡大のための施設整備を
支援するなどし、県産材加工の拡大を促進する。

（ウ）木材流通対策
原木市場の統合を促進するとともに木材供給に関する協定を進め、木材加工施設への直
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送を拡大する。製品においてもプレカット工場への直送を進める。
（エ）木材利用

公共用材の県内調達と規格化により、県内での県産材加工量の拡大を図る。
県産材産地証明制度を積極的に活用して、林業者の顔の見える県産材の供給を図るとと

もに消費者へ売り込みを図る。また、小径木の需要を拡大するための情報発信施設の設置
を検討する。

さらに林業者と流通・加工業者及び建築業者との連携を深め、いわゆる近くの山の木に
よる家づくりを促進する。

（３）林業・木材産業の構造改革に関する目標
現状を平成１７年度として、平成２３年度を目標とする。
ア 林業経営体及び林業事業体に関する目標
(ア） 効率的かつ安定的な林業経営を担い得る者の具体的な姿

ａ 林業経営体
・保有森林１００ヘクタール以上の自営林家
・保有森林５００ヘクタール以上の林家及び会社等経営体

ｂ 林業事業体
・年間素材生産量 ５，０００立方メートル以上
・高性能林業機械 タワーヤーダー、プロセッサー及びフォワダー各１台
・素 材 生 産 性 １人１日あたり３．５立方メートル

（イ） 効率的かつ安定的な林業経営を担い得る者の数

指 標 林業経営体数 林業事業体数 計

現 状 ２８ １０ ３８

目 標 ３５ １８ ５３

区分 経営形態 規模基準 現状 目標
素材生産（3000㎥以上）

林業事業体 造林・素材生産総合型 造林・保育面積（100ha以上） 3 7
素材生産主体型 素材生産（4000㎥以上） 0 4
造林事業主体型 造林・保育面積(150ha以上） 7 7

計 10 18
自営林家

林業経営体 （自家労働主体型） 所有森林規模100～500ha 25 30
（施業受託主体型）

林家（請負労働主体型） 所有森林規模500ha以上 0 1
林業会社（雇用型） 所有森林規模500ha以上 3 4

計 28 35

（ウ）効率的かつ安定的な林業経営を担い得る者による事業量

林業経営体 林業事業体 計

素 材 生 産 造 林 ・ 保 素 材 生 産 造 林 ・ 保 素 材 生 産 造 林 ・ 保
量（㎥） 育面積（h 量（㎥） 育面積（h 量（㎥） 育面積（h

a） a） a）

現 状 1,000 30 24,630 4,320 25,630 4,350

目 標 1,200 40 66,500 5,470 67,700 5,510
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イ 木材の供給に関する目標 （単位：千㎥）

(うち県内へ (うち県外へ 県 外 か ら の 木材供給量
素材生産量 の供給量) の供給量) 移入量（Ｃ） （Ａ）＋（Ｃ）

（Ａ） （Ｂ）

現 状 １２５ ７２ ５３ ３１７ ３８９

目 標 ２１３ １６３ ５０ ４１４ ５７７

素材生産量のう (うち原木市場・ (うち協定により
ち県内への供給 共販所を通じた 市場等を経由し その他
量 供給量) （Ｄ） ない供給量)

（Ａ） （Ｅ） (A)-(D)-(E)

現 状 ７２ ６６ ０ ６

目 標 １６３ ６５ ８８ １０

ウ 木材の利用に関する目標 （単位：千㎥）

指標 製材用 (うち建築 パルプ・ 合板用 その他 合 計
用) チップ用

現 状 １１４ ３９ ２３１ ５ ３８９
（５９） （ ） （ ７） （２３１） （ ０） （２９７）

目 標 １１７ ３９ ３６０ ６１ ５７７
（５９） （ ） （ ９） （２８７） （ ０） （３５５）

※ （ ）書きは外材で内数
（４）骨格イメージ図

別紙のとおり

２ 個別目標等
平成１７年度を現状とし、平成２３年度を目標年度とする。

（１）林業分野
ア 林業労働力（労働安全衛生に関することを含む。）
（ア）取組方針

林業労働力の確保については、平成１８年度に策定した「林業労働力の確保の促進に
関する基本計画」（平成１８年２月１７日付第２００５００１２１０２８号鳥取県知事
通知）に基づき実施する。

また、林業における労働災害の発生頻度は他産業に比べて高いため、労働安全意識の
向上、事業体における安全管理体制の確立に取り組む。

具体的な取組に当たっては、適正な補助事業の活用のほか、林業・木材産業改善資金
貸付金の活用を図る。

（イ）林業労働力に関する目標

指 標 認定事業主数 新規就業者数 労働災害発生件数

現 状 民間事業体 ３ ９人程度／年 ２３件／５か年平均
森林組合 ５

目 標 民間事業体 ５ ２０人程度／年 ２０件／５か年平均
森林組合 ８

＊森林組合については、すべての組合の認定を目指す。
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イ 施業等の集約化
（ア）取組方針

森林組合等の林業事業体による施業の推進については、施業の団地化等に取り組み、
また森林施業計画の策定等を進めることにより、長期施業受託面積を増やし、一層の
施業の集約化を図る。

（イ）施業等の集約化に関する目標

長期施業受託面積（ha）

現 状 ２９５

目 標 ３４０

ウ 特用林産
（ア）取組方針

特用林産物の生産・加工体制を強化するため、濃密な生産指導や新たなきのこ生産
等に取り組むとともに、積極的な販売促進活動及び新商品の開発を推進する。

また、消費の動向を的確に把握して機敏な対応が可能な産地化を目指し、生産者、
流通業者、販売業者等関係者の連携の強化を行う。

積極的に林内に作業路網を開設し、原木等の資材確保及び重筋労働の作業コストの
低減を図る。

具体的な取組に当たり、適正な補助事業の活用のほか、林業改善資金の林業生産高
度化資金の活用を図る。

(イ）特用林産に関する目標

乾椎茸 生椎茸 なめこ

指標 生産量 生産コスト 流通コスト 生産量 生産コスト 生産量

現 状 ２９ｔ 4,794円/ｋｇ 592円/ｋｇ １６６ｔ 1,611円/ｋｇ 146ｔ

目 標 ３１ｔ 4,600円/ｋｇ 570円/ｋｇ ２１５ｔ 1,400円/ｋｇ 149ｔ

炭 ハタケシメジ マイタケ

指標 生産量 生産量 生産量

現 状 ４５ｔ １ｔ ３１ｔ

目 標 ７０ｔ ５０ｔ ３３ｔ

エ 入会林野等整備
（ア）取組方針

入会林野の農林業上の利用を増進するため、協議会の開催、専門知識を有するコンサ
ルタントの設置等による指導、整備対象地の測量等を実施することにより、入会林野の
土地に係る権利の近代化を助長する。

（イ）入会林野整備に関する目標

指 標 整備済入会集団 整備済入会林野等面積（ha）

現 状 １７４ ９，４０８

目 標 １８４ ９，８４８
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オ その他
基盤整備、森林空間活用等について、必要に応じて記載

（ア）基盤整備の取組方針
効率的かつ安定的な林業経営に資するため、生産性の向上及びコストの削減を図るた

めの体制並びに林道、作業道、機械整備等の基盤整備を進める。
また、林業就業者の確保のために必要な就労環境改善施設についても積極的な整備を

行う。
具体的な取組に当たっては、適正な補助事業の活用のほか、林業改善資金及び木材産

業等高度化推進資金の活用を図る。
（イ）基盤整備等に関する目標

指 標 高性能林業機械の保有（導入）台数 林業経営に資する地理
ﾌﾟﾛｾｯｻ ﾊｰﾍﾞｽﾀ ﾌｫﾜｰﾀﾞ ﾀﾜｰﾔｰﾀﾞｰ その他 計 情報システムの普及率

ｽｲﾝｸﾞﾔｰﾀﾞ

現 状 ４ ２ １３ ８ ２ ２９ －％

目 標 ５ １ ２２ １０ ３ ４１ １００％

指 標 路 網 整 備
林道密度(ｍ／ｈａ) 作業道開設量

現 状 ４．５ １７３ｋｍ／５年

目 標 ５．４ ２００ｋｍ／５年

（２）木材産業分野
ア 素材生産
（ア）取組方針

素材生産を担う森林組合及び素材生産業者について、協業化を図るとともに、施業の集
約化への取組、高密度路網の整備と機械化の整備により生産性の向上を図り、素材生産コ
ストを低減し、低コスト林業の推進を図る。そのために、作業道等・機械化の基盤整備に
対して支援するとともに、引き続き間伐材の搬出に対して支援を行う。

また、伐採技術の向上による低コスト林業を推進する目的とした研修会・講習会を開催
する。

具体的な取組に当たって、適正な補助事業の活用のほか、林業改善資金の木材安定
供給促進資金及び構造改革促進資金の活用を図る。

（イ）素材生産に関する目標

指 標 生 産 性（ｍ３／人・日）

現 状 ３．２

目 標 ３．５

イ 製材・加工体制
（ア）取組方針

建築分野との連携をとりながら製材品の規格化と県産材使用を奨励し、外材使用率の高
い製材所における県産材使用を進めるとともに製材技術指導や経営指導を行い効率的な生
産の促進を図る。

乾燥施設の整備による人工乾燥を進めるとともにストックによる天然乾燥により、乾燥
材供給量の増大を図る。また、乾燥の困難なスギについて予備乾燥に取り組み、乾燥スケ
ジュールの確立を図る。一方、乾燥技術研修会及び個別指導を通じて、乾燥システムの確
立を図る。

また、製材所のＪＡＳ認定取得を進め、品質・性能の安定した製材品の出荷を進めると
ともに生産性の向上を図るための施設整備を行う。

さらに間伐木の有効利用を図るため、新たにＬＶＬ製造工場の新設や、合板工場の原料
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利用拡大ための施設整備を支援するなどし、県産材加工の拡大を促進する。
さらに林業者と流通・加工業者及び建築業者との連携を深め、県産材の産地証明による

林業者の顔の見える県産材による家づくりを促進する。
具体的な取組に当たって、木材産業高度化推進資金及び構造改革促進資金の活用を図る。

（イ）製材・加工体制に関する目標

指 標 生産性(ｍ３／人・年) 乾燥材生産割合（％） ＪＡＳ製材品割合（％）

現 状 ２３５ ３１ ―

目 標 ２６０ ４０ ―

＊年間原木消費量が一定水準以上の者とは、製材工場動力出力数１５０ｋｗ以上の者とした。
（ウ）集成材、合板及びその他の品目に関する目標

地 域 材 の 利 用 量（千ｍ３）
指標

集 成 材 合 板 Ｌ Ｖ Ｌ

現 状 ２ ０ ０

目 標 ３ ２６ ４４

（エ）顔の見える木材での家づくりに関する目標

顔の見える木材での家づくり
指標

グループ数 建築戸数

現 状 １ ２１

目 標 ４ ８０

ウ 木材流通
（ア）取組方針

現在、県内には原木市場が５か所あるが、価格の低迷と出荷量の減少によって、経営が
圧迫されている。この市場を流域単位程度に統合し、集荷拠点として選別機能を向上させ
るとともに、地域の製材所との連携を進めて、流通コストの低減を図る。

また、木工団地及び高次加工施設に対する木材供給に関する素材生産業者との協定締結
を進め、加工施設への直送を増加し、流通コストの削減を図る。

具体的な取組に当たって、適正な補助事業の活用のほか、木材産業等高度化推進資金及
び構造改革促進資金の活用を図る。

（イ）原木流通に関する目標

指 標 原木市場の平均取扱量（ｍ３） 加工施設への直送割合（％）

現 状 ２１，２３７ ５

目 標 ２２，０００ ４０

（ウ）製品流通に関する目標

指標 プレカット工場の地域材利用率（％）

現 状 ２０

目 標 ３０
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エ 木材利用
（ア）取組方針

県産材の認証制度の活用と公共施設への県産材使用を確保するために普及啓発を行う。
民間分野での木造施設整備支援などにより需要を拡大し、建築関係者との連携を深めるた
めに林業者、大工・工務店、設計者、木材供給者等を組織して県産材の需要拡大について
協議する。

また、一般県民を対象とした講演会、展示会等を開催するともに木材利用相談活動を推
進する。

木屑等木質バイオマス資源の有効利用を図るため、中小の製材所等における製材廃材の
端材チップ加工やオガ粉・バーク製造を進めるとともに、大規模加工所においては 、乾燥
材生産のための熱源供給としての木屑焚きボイラーの整備を推進する。

さらに木質バイオマス利用を促進していくため、ペレット生産施設の整備を推進すると
ともに、公共施設等において木質バイオマスを利用した暖房施設等の整備を推進する。

また、木材市場の統合に併せて、中小の製材所の統合及び高次加工施設等を併せ持つ木
材加工団地を整備する。

具体的な取組に当たって、適正な補助事業の活用のほか、木材産業等高度化推進資金及
び構造改革促進資金の活用を図る。

（イ）木材利用に関する目標
ａ 利用区分 （単位：㎥/億円）

指標 モデル的木造施設における工 公共土木工事における工事費
事費当たりの地域材利用量 当たりの地域材利用量

現 状 １５０㎥／億円 ２㎥／億円

目 標 １８０㎥／億円 ２．４㎥／億円

ｂ 木質バイオマス発生区分別 （単位：千㎥）

指標 林地残材 製材工場等残 建 設 発 生 木 合 計
廃材 材等

現 状 発生量 １３４ １４０ １８ ２９２
（利用量） （ ３０） （１３８） （ １３） （１８１）
<利用率> < ２２> < ９８> < ７３> < ６２>

目 標 （利用量） （ ３３） （１３８） （ １３） （１８４）

※林地残材の利用率については、利用量÷素材生産量×100により算出

ｃ 木質バイオマス活用施設

指標 発電施設数 熱利用施設数 燃料等製造施設数 計

現 状 ０ ４ ２ ６

目 標 ０ ６ ２ ８

※燃料等製造施設数は、ペレット製造施設、燃料用チップ製造施設、成分抽出施設等を記載


